
受益者負担金の算定

負担区の末端管渠整備費

負担区の地積

負担区 設定年月日 徴収開始年月日 面積 末端管渠整備費 負担率 単位負担金

第１負担区 昭和５５年　３月２４日 昭和５６年　６月　１日 174 ha 1,826,856,000 円 五分の一 209 円／㎡

第２負担区 昭和５８年１２月２６日 昭和５９年　６月　１日 213 ha 2,767,713,000 円 五分の一 259 円／㎡

第３負担区 昭和６２年１２月２４日 昭和６３年　６月　１日 230 ha 3,274,359,000 円 五分の一 284 円／㎡

第４負担区 平成　５年１２月２０日 平成　６年　６月　１日 150 ha 2,273,584,000 円 五分の一 303 円／㎡

第５負担区 平成１１年１２月２４日 平成１２年　６月　１日 142 ha 2,302,568,000 円 五分の一 324 円／㎡

第６負担区 平成１５年１２月２２日 平成１６年　６月　１日 120 ha 1,871,638,000 円 五分の一 312 円／㎡

第７負担区 令和６年１２月１７日 令和　７年　６月　１日 2.6ha 42,704,000 円 五分の一 328 円／㎡

受益者負担金の金額は、土地の面積×単位負担金で計算されます。

≪例≫ 第７負担区に土地を３３３㎡お持ちの方は、

10円未満は切捨てとなりますので、１０９，２２０円となります。

※第１期（初年度のみ） ５，４８０円

第２期以降　  ５，４６０円×１９期＝１０３，７４０円

　×　負担率（軽減措置）　＝　単位負担金（円／㎥）

３３３㎡×３２８円＝１０９，２２４円


